
申請者 矢板市

建設課
用途廃止の手続き

財産の移管

総務課①公有財産払下申請書
提 出

②評定価格の決定

③売買契約の締結押印、収入印紙準備

④所有権移転登記

提 出

売買金額の納入
領収書の写しを提出

用途廃止申請、境界確認申請等

提 示

【払下げ手続きの流れ】

※これは基本的な流れであり、払下げする公有財産の面積や金額が大きい場合は、この限りではありません。


